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さいたま市長 清水勇人 様 

 

令和４年１０月１７日 

自由民主党さいたま市議会議員団 

団 長 都築 龍太 

 

さいたま市においては、持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）のもと、世代を繋ぎ世代を超え

た市民ニーズを的確に捉えた政策を打ち出す必要があると考えます。 

私たち自由民主党さいたま市議会議員団は、平成３１年４月の統一地方選挙に於いて候補

者全員が当選を果たし、引き続きさいたま市議会の会派として活動をしています。 

 選挙を通し、議員それぞれが政策や公約を掲げ有権者との約束をしてきました。市民から

付託された議員として、市民のために日夜奮闘努力してまいります。 

 この会派予算要望・政策提案・提言は、令和の時代を迎え未来に向かって輝くさいたま市

を実現するために、市民より負託された会派の意思であります。すべての項目を真摯に誠実

に受け止めて頂きたく要望するものです。総合振興計画の策定においても、市民ニーズや社

会情勢を的確に把握し、変化に対応すべき時には適切な手続きを経て、時には大胆な計画変

更等も考慮すべきであります。少子高齢化社会を迎える中、限られた資源の中で事業の優先

度や緊急性を検討し、時代の変化に対応した高品質の都市経営に努めていただくことを望み

ます。自由民主党さいたま市議会議員団の主張及び市民の意見をどのように工夫し共有・活

用するのか、そして来年度の取り組みにどのように組み入れていくのか、目標を具体的に示

されますよう要望いたします。 

 令和５年度の予算編成に対する要望・政策提案・提言について、９８項目を本要望と致し

ましたので、早期に具体化できるよう予算措置を講じて頂きますよう切望いたします。特

に、政府・与党との｢意思の疎通｣を図り、強固な人脈を確立して、直接の交渉力を強めて頂

きたく、そのためには、全員が自由民主党総裁の公認を得て当選した自由民主党さいたま市

議会議員団に常に連携、協議、報告し、要望の早期実現のために努力されることを切望いた

します。 
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   今回の令和５年度の予算編成に対する要望・政策提案・提言は、下記の「８分野・

９８項目」。各項目の要望については、市民より負託された議会の会派の要望として、

来年度の予算編成に組み入れて頂きたい。 

 

１．都市経営・行財政改革        ２．都市基盤整備 

３．経済活性化・スポーツ・産業振興   ４．教育・子育て・生涯学習 

５．健康・福祉             ６．市民生活・環境 

７．まちづくり・市民協働        ８．防災（災害に強いまちづくり） 

 

１．都市経営・行財政改革 

公共施設やインフラの老朽化、都市防災力の強化、超高齢社会の到来など 

喫緊の課題に対応しつつ、安定的な地方財源の確保や国との交渉力を強められたい。

また、積極的に行財政改革に取り組むほか、常に社会の事象に照らし整合性を自己検

証し、限られた財源の中で事業の優先度や緊急性を考慮するとともに計画的かつ効果

的な高品質の都市経営に努められたい。 

市民のための自治体であることを十二分に理解した上で行政運営に努め、市民本位

の行政サービスをおこない、すべてのことをスピーディに実施・実行することに努め

られたい。 

 

１） 大型工事の分割・工区割りにより、地元企業の受注機会が拡大するよう努め

るとともに、さいたま市の補助金を使用するプロジェクトや大規模公費（デ

ザインビルド案件等おいて地元企業が優先的に参加できるよう要件制定を検

討すること。 

 

２） 優良施工業者の指名競争入札など工事の性格及び地域での実績に応じてあら

ゆる形態を駆使しながら、市内業者の育成を図り、併せて、年度内公共工事

の発注・施工の平準化に努めること。また、年度内工事の元所管への当該年

度内工事への再投資に努めること。 

 

３） 入札の公平性や入札手続きに関する負担を考慮し、総合評価方式による入札
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を減らすよう検討すること。また、小規模企業にとって「若手技術者の配

置」「若手技術者の雇用状況」の評価項目は他の評価項目に比べて負担が多

いことを認識し、減らすよう検討すること。 

 

４） 特定共同企業体による実施対象について、更に実施対象規模の引き上げを検

討すること。 

 

５） 公共工事品質確保の観点から、大規模工事等の入札参加資格として一定規模

の工事施行実績を要求すること。 

※（例：設計金額２億円の場合、１億円以上の施行実績 など） 

 

６） 中小企業・小規模事業者の受注機会増大の観点から、国土交通省と同様の入

札参加資格における官公需適格組合の算出方法特例適応を検討すること。 

 

７）  市内企業への入札参加の機会を多く図るため、工区や業種、業務等の分離発

注方式の検討や一抜け方式の積極的な導入を進めること。 

 

８） 造園工事の格付けについては、市内業者の育成及び高品質の工事施工のため

１級技術者の要件をAクラス３名以上、Bクラス２名以上への変更を検討する

こと。 

 

９） 埼玉県発注工事を参考に、さいたま市においても難工事完了実績の優遇措置

採用を検討すること。 

 

１０） 総合的建物管理業務委託の最低制限価格の見直しを踏まえるとともに、併せ

て、事後公表をすること。また、複数年契約をする際には、人件費等の高騰

を見据えて価格を設定すること。※建築保全業務共通仕様書（国土交通省大

臣官房長営繕部）に記載されている業務について。 

 

１１） 議会承認案件の対象金額引き上げを検討すること。 
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１２） 実勢価格の動向を踏まえ、高額資材特別調査の価格決定方法を見直すこと。

また、現在の社会的、経済的な情勢の影響により材料価格の上昇が止まらない

ことを考慮し、現行の単品スライド条項の見直し等を検討する事。 

 

１３） 設計単価の採用順位について実勢価格の動向を踏まえ柔軟に対応すること。 

 

１４） 歩掛け採用順位について実勢価格の動向を踏まえ柔軟に対応するとともに、

平均値を見直すこと。 

 

１５） 見積り歩掛採用の際、最低金額の見積り歩掛が採用されるが、資材単価同様

に平均値の採用を検討すること。 

 

１６） 積算参考資料について見積採用単価・損料等の公表を行うこと。 

 

１７） 設計図書について、受注発生先の思惑が相反するため時間をかけて決定する

こと。 

 

１８） 人手不足をふまえた働き方改革の推進として、施工工事の平準化、債務負担

行為のさらなる活用と余裕ある工期設定をすること。また、学校夏休み期間工

事等特別な事情で工期に制限がある場合には経費等の増額を検討すること。 

 

１９） 人手不足により大きな負担となっている各種提出書類等の簡素化及び監督・

検査時のウェブ会議や電子契約等による建設 DX の導入や推進、現場代理人の

駐在義務や兼務を認める工事条件の緩和等、様々な方面からの負担軽減を検討

すること。 
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２．都市基盤整備 

市民が誇れる都市にすべく、１３３万人を擁する政令指定都市にふさわしい都市

基盤を整備・構築し、市民の協力のもと道路網や鉄道網等の基盤整備の実施に努めら

れたい。 

また、さいたま市全体に都市としての付加価値を高めるべく、国土強靭化計画等の

国の施策と連携して、首都圏に位置する大都市としての機能が発揮できる都市基盤

整備に一層努めること。都心エリア、副都心エリア、良好な市街化区域等、それぞれ

の地域の価値を高め、地域の独自色が生みだせる基盤整備に努められたい。 

 

２０） 土地区画整理事業や市街地再開発事業の都市整備については、国からの財源

と効率的に地域の理解を得る努力を一層強め、計画が遅れているエリアについ

ては前倒しができる仕組みを検討すること。また、権利者との信頼関係を作り

上げる事を第一とし、施行地区ごとの具体的目標を定め工程表として進捗を公

表すること。再開発事業者については、組合施行に加えて地元の総合建設業者

の経験と実績を最大限活用できるようＰＦＩ（公民連携等）を更に推進しなが

ら、環境の変化を適切かつ柔軟に対応できるよう促し、行政自らが常に検証

し、その「結果責任」による視点を重視すること。 

土地買収や境界線画定等の事務については、専門的な部署をつくり市自ら集

中的に権利者との合意形成に努め、スピード感を持ち整備を確実に推進するこ

と。 

 

２１）  新たな都市計画道路のネットワーク整備については、整備促進に向け国と

の調整や国からの財源確保を確実に実施して、長期計画にずれが生じない徹

底した進捗管理と継続的な予算確保に努めること。また、地元住民との信頼

関係を構築できるよう工夫するとともに、土地収用制度を大胆に適用し、東

西を結ぶ都市計画道路早期完成など多数の市民の利益を念頭に置き、市が示

す整備日程を常に公開し工程管理を確実に実施すること。 
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２２） 賑わいと文化・教育の調和する浦和のまちづくり整備において、浦和駅前再

開発・市民会館うらわ跡地利用等を更に推進し、段階的に実施していくこ

と。また、岩槻駅周辺地区については岩槻歴史街道と街並・景観づくりを考

慮しながら、「さいたま城下町構想」を整備推進し、岩槻城址公園の史跡復

元を実施すること。 

大宮駅周辺地域戦略ビジョンに基づく、「公共施設の再編計画」及び大宮駅

西口第３―B地区等の再開発事業や旧大宮区役所跡地の活用等を早期に実現

し、さらなる民間再開発を誘発する「連鎖型まちづくり」の計画実施を早急

かつ確実に推進すること。 

東日本エリアの拠点を目指して、大宮駅グランドセントラルステーション化

構想などの都市基盤整備を着実に推進すること。各種事業にあっては年度ご

とに市民満足度評価を実施すること。市内各地のまちづくりにおいては、一

元的に開示し市民アンケートなどを実施し評価を受け検証すること。また、

まちづくりのコンサルタントに左右されない市民本位のまちづくりに努める

こと。 

 

２３） さいたま市の特筆すべき経営資源の見沼田圃については、見沼田圃基本計画

アクションプランに基づき、都市農業の生産基盤づくりと魅力的な自然空間

の再生・地域活性化のための施策をエリア毎に計画的に実施していくこと。 

さらに首都圏近郊型の都市農業特区の実現に向けて、見沼田圃保存・活用・

創造の方針の見直しを含め、国と実務的協議を開始すること。併せて、役割

分担を含め埼玉県との協議も継続実施し、魅力的な都市自然空間の価値を段

階的に具現化していくこと。 

 

２４） 令和５年度中に地下鉄７号線の鉄道事業者へ事業要請を行うこと。 
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３．経済活性化・スポーツ・産業振興 

地域経済の活性化には、地元企業・商店街の発展が不可欠である。地域経済の活性

化のため、既存産業の強みを活かす成長戦略を創出し、ＩＣＴを利活用し新たなビジ

ネスモデル基軸とした新事業・新サービスの創出など、インキュベーション支援の強

化に努められたい。 

また地域イノベーションの創出を強化するために、戦略的企業誘致を更に推進し、 

地元への雇用対策強化にも努められたい。 

環境未来都市や新成長戦略においては、個々のプロジェクトにスピード感を持っ

て取り組むとともに、それぞれ有機的に関連しているプロジェクトでもあるため、連

携しながら価値を高めて頂きたい。 

さらに、市内のスポーツコンテンツを最大限に活用し、各種スポーツ団体と積極的

に連携して、スポーツ観光やスポーツ産業の育成に努められたい。 

 

２５） 全国都市緑化フェアの開催の検討を図ること。森林環境税及び森林環境譲与

税が創設されとことを受けて、「さいたま市 市有施設の木造化・木質化等に

関する指針」と合わせ、予算の拡充に努めること。 

 

２６） 東日本連携の核となる東日本連携支援センターの安定的な運営のため適切な

予算の確保とともに、更なる連携充実を図ること。 

 

２７） 来訪外国人への言語対応をさらに拡充していく必要がある。特に、災害やテ

ロ、救急要請など緊急時に対応できる策を講じ、充実を図ること。 
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２８） 企業誘致の戦略的アクションについては、誘致インセンティブを積極的に採

用し、本市の産業特性を活かす分野や企業に集中的にアプローチして、雇用

の拡大も加味した誘致方針を打ち出し、地域イノベーションを下支えするこ

と。更に東日本に進出する企業と市内企業とのコラボレーション推進や、支

店や工場など出先機関の支援を強化して、産業集積拠点の候補地整備を早期

に行うこと。 

 

２９） 地域商店街のイノベーション推進のために、商店街の活性化には、先進的な

取組みを実施している商工団体や企業等とのコラボレーションを積極的に推

進している団体などに手厚く支援することも必要であり、地域特性に配慮し

つつユニークで新しい発想の支援に取組むこと。 

 

３０） 防犯カメラの設置への支援拡充、電気料金の補助等、商店街の活性化に不可

欠な街路灯に関する整備については、商店街所有の街路灯が永続的に維持管

理できるよう、補助支援策及び防犯カメラや街路灯等の保守に対する補助制

度の新設を検討する事。また、キャッシュレス決済端末の導入に対する支援

策についても併せて検討すること。 

 

３１） 新型コロナウイルス感染症及び原油原材料高騰により経済的な影響を受けて

いる商店街事業者向けのさらなる支援策拡充を検討するとともに、消費の喚

起を促す商店街活性化キャンペーン事業に対する補助金の継続支援を検討す

ること。 

 

３２） さいたま市の商工業団体等の補助金の拡充について検討すること。 
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３３） 地産地消の強みを活かした都市農業を育成していくために国や県との協議を

積極的に行うこと。併せて、都市農業の機能が活かせる大規模な農業法人化

に向けた総合的な支援を実施するとともに、福祉施策との連携も図り、さい

たま市らしい都市農業政策を確立していくこと。 

 

３４） 次世代型スポーツ施設の整備を進め、子どもや女性等の呼び込みを積極的に

行い、次世代に向けた投資を行うこと。 

 

３５） スポーツ施設の運営に関する予算措置の取り込みを検討するとともに、「サ

ッカー王国」や「サッカーの聖地」と呼ばれていることを活かし、サッカー

関連事業に積極的に取り組むこと。 

 

３６） 地域の体育館や公園施設内にあるスポーツ施設の環境整備に努め、地域に根

差しているスポーツ文化をより醸成させていくために、市民ニーズを的確に

捉えたスポーツ施設の積極的な整備を行うこと。また、周辺エリア等の動線

や施設整備についてもきめ細かく検討、推進し、地域のみならず世界に挑戦

するチームの練習や活動の支援に繋がるよう多角的な視点を持つこと。 

 

３７） 市内スポーツに関連する統一アプリケーションの開発等のスポーツDXの推進

やイベント開催、企業版ふるさと納税の活用等を検討し、市内スポーツの更

なる活性化を支援すること。 

 

３８） ＮＡＣＫ５スタジアム大宮、浦和駒場スタジアム、浦和競馬場などさいたま

市内のスポーツ経営資源を活用して、総合的なスポーツ産業の育成とスポー
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ツ観光の取組みを更に強化するとともに、浦和レッズ・大宮アルディージ

ャ・浦和レッズレディース・埼玉西武ライオンズ・埼玉アストライア・さい

たまディレーブ・ＴＴ彩たま・埼玉ブロンコスなどの本市と繋がりのあるプ

ロスポーツチームと連携し、市民スポーツ意識をこれまで以上に喚起しなが

らスポーツ教室等の誘致・拡充を検討すること。 
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４．教育・子育て・生涯学習 

文教都市さいたまの優位性を活かし、さらなる教育文化都市を実現すべく保育・幼

児教育、学校教育から生涯学習に至るまで、市民一人ひとりを大切にする“育む教育”

に徹することに努められたい。また生涯学習の一環としての「さいたま市文化芸術都

市創造条例」振興のため、地元芸術家への技能向上など各種支援に努められたい。 

生命誕生から子育て・教育までの人生前半の社会保障を充実させて、児童生徒の心

のケアや安心安全政策などを強化し、「子育てするなら、さいたま市」のブランドの

確固たる地位を築いていくこと。 

 

３９） 東京オリンピック・パラリンピックの開催を契機にスポーツマインドの醸成

やスポーツによる教育効果が認められるなか更に、若年層のスポーツ選手や

女子スポーツ選手の育成強化を図ること。また、武道やダンスなど自己表現

力の強化ができるスポーツ教育を推進すること。 

スポーツの持つ力を再認識し、規律と自主性、チームワークを重んじるスポー

ツ教育に注力すること。健康増進並びにコミュニケーション活動の更なる増進

を図るため、市民ニーズを的確に捉え、学校や公共グラウンドの既存施設に対

し夜間照明設置を推進すること。 

 

４０） ＤＶやいじめ、育児ノイローゼ、家族の孤立、教育虐待など子どもたちの命

のリスクを十分に把握検証し、将来のさいたま市の宝である子どもたちの命を

守ること。併せて、子どもたちの権利に関する条例制定、市民への周知、専門

家の育成、監視機関の設置、遊び場の確保、保護者の育児支援・相談対応など

子ども家庭福祉政策として子どもの権利を守り生存と発達を保障するために

必要な措置を講じること。また、子どもたちのための防犯対策として、各自治

会、商店会等と連携し通学路の防犯カメラの設置に取り組むこと。 
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４１） いじめ・登校拒否・非行・不登校及びＳＮＳによる誹謗中傷、児童虐待、自

殺など、学校単位での予防策への取り組みを更に強化していき、教職員の研

鑽を図り、教員の担う役割とその他の機関の果たす役割を明確に区分するこ

と。地域住民との情報共有やその解決策の協議を進めるとともに、ＳＮＳ等

を活用し、子供たちの悩みを打ち明けられる仕組みづくりに取り組むこと。 

また、大麻や危険ドラッグ等の薬物依存については、家庭（保護者）への予防

啓発を強化し、問題が発生する前や発生した時点で速やかに児童相談所や地元

警察署、薬剤師と連携して対策を講ずること。 

 

４２） 不妊治療について本市独自の弾力的な仕組みを構築すること。また、不妊治

療に起因するとみられる多胎児が増加傾向にあるなか、双子や三つ子などの

多胎児を妊娠した多胎妊婦に対して妊娠から出産、併せて育児期間における

本市独自の支援制度の構築を図ること。 

 

４３） 子育て人材の質を確保するため、さいたま市における職員雇用対策補助事業

や職員処遇改善費補助事業の充実拡大に努めること。特に職員の家賃補助に

ついては恒久的な制度を構築すること。併せて、保育補助者雇上強化事業の

導入、市の単独補助で１歳児４名の基準の維持並びに実態に即した手当向

上、２歳児５名の基準創設などの人数配置数を増やすことによる保育士確保

に効果的な支援を講じること。 
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４４） 保育者の特例配置実施に伴う危機管理上の懸念や保育の質並びに保育士の処

遇低下を招く恐れについての十分な議論を行うこと。また、保育の質の維

持・向上のために保育者処遇の改善に努め、補助金削減や最低基準の緩和等

により保育環境の劣化を招かないこと。 

 

４５） 施設の運営にあたり、借地利用の園についての家賃補助の拡充・恒久化を図

ること。また、土地提供者に対しては固定資産税の減免措置等に準じる制度

を構築すること。また、幼児教育の無償化に伴う副食費の徴収事務負担の軽

減策を検討すること。 

 

４６） コロナ禍の影響も踏まえながら将来の保育需要を十分に検討研究し、保育施

設の運営法人の多様な形態の在り方を構築し、私立幼稚園・認定こども園・

小規模保育事業者・ナーサリールーム・家庭保育室等、運営形態が異なる事

業者に対し、運営費の補助に一定の画一化を図り各家庭の負担をなくしてい

くよう努めること。また、いわゆる三歳児問題に対応するために重要な役割

を果たしている、ナーサリールームや小規模保育事業所に対して連携先確保

を確実に支援し効果的な支援を講じること。 

 

４７） 待機児童解消に向けてコロナ禍及び将来的な保育需要や地域差等を考慮し認

可保育園を適正に整備すること。また、既存保育所の定員変更を柔軟に認

め、子どもに対する処遇改善を検討する事。 

 

４８） 幼保連携型認定こども園・保育所が他認定こども園への移行を希望する保育

園の認可、認定を迅速に行うとともに、移行が柔軟にできる体制づくりをす

ること。 
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４９） 障がい児保育の受け入れが進むよう、事前面談・入所後の加配認定の柔軟

化、補助の増額等について検討し格差を是正すること。 

 

５０） 保育士不足の抜本的な解決を目指すため、保育士だけでなく幼稚園教諭や小

学校教諭などの資格取得者を保育従事者として活用できる方策を検討するこ

と。また、子供たちの体調の劇的な変化等に対応するために看護師の配置や

栄養士など専門的な知識をもつ人材の配置ができるよう、これまで以上の補

助制度を検討すること。また、各施設の職員がキャリアアップ研修事業等に

参加する場合の代替職員を確保する為に必要な措置を講じるとともに、研修

補助費用を増額すること。 

 

５１） 市の幼児教育に携わる人材確保の為、住宅手当の支給対象拡大を検討するこ

と。 

 

５２） 市の幼児教育に携わる人材が長く働き続けられるよう、幼児教諭の保育所利

用における指数加点の要件の撤廃を検討すること。 

 

５３） コロナ禍の影響による公定価格・人事院勧告等制度上への処遇低下を招かぬ

よう国への働きかけに努めること。 

 

５４） 各種書類等の簡略化や現場へのサポート体制の構築、保護者の働き方に合わ

せた具体的な支援実施など業務の省力化を進めるために必要な措置を講じる

こと。また、新たな制度創設や制度の改正の際には、分かりやすく丁寧に説

明を行うこと。 
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５５） 新型コロナウイルス感染症対策（職員に対する手当を含む）支援事業を継続

し、安全な施設運営が行えるような体制をサポートすること。 

 

５６） 幼児教育の根幹を担う、私立幼稚園・認定こども園に対し、幼稚園教育のよ

り一層の充実の為に各種補助金の増額や家賃補助の恒久化、安全対策として

ガードマン配置等に係る新設となる補助制度を検討すること。また、子ども

や教職員たちの健康維持を確保するため、健康診断費用については今まで以

上の補助を実現すること。幼稚園教諭への住宅手当、幼稚園・認定こども園

教諭の子の保育所等利用における優先的な取り扱いとして利用基準の指数に

加点を検討すること。 

 

５７） 子育てを頑張っている保護者に対する支援として、入園料補助や保育料補助

等の増額をはじめ、更なる支援充実を検討すること。 

 

５８） 第一子、第二子が所属する保育施設により保育料が半額になる場合とならな

い場合があるが、平等な保育という視点からも、待遇差が大きくならないよ

う検討すること。 

 

５９） 定員割れを起こしている施設への運営補助金支給を検討すること。 

 

６０） 月途中退所の減算、土曜保育利用0人の場合に減産を行わないよう検討する

こと。 

 

６１） 認可保育園に支給されている嘱託委雇用補助や１歳児担当保育士雇用費等の

支給対象を拡大し、小規模事業者も利用できる制度の検討をすること、 
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６２） ナーサリールーム・家庭保育室等の保育施設の委託保育料の増額と家賃補助

の支給を検討すること。 

 

６３） 小規模保育事業所の連携施設につき、今後も行政主導で継続していくこと。 

 

６４） 幼稚園・保育園・認定こども園・小規模保育施設・無認可保育施設などが乱

立することがないよう、周りの施設の意向を聞き入れながら適切な場所に整備

をすること。 

６５） 幼稚園と小学校の更なる連携強化を図るため、教育委員会関係部職員と年複

数回の意見交換の場を設けること。 

 

６６） 幼稚園事務作業における保育料の無償化手続き等作業増加にともなう事務費

補助を検討すること。 

 

６７） 特別支援を必要とするグレーゾーンの幼児の補助限度人数を１園５名までと

し、補助教員への補助を増額すること。 

 

６８） 放課後児童クラブなど児童・生徒の保育支援策として、国庫支出金の充分な

活用を足がかりとした処遇の改善や施設確保の補助について、他政令指定都

市と比較をして遜色のないよう、更なる充実を図ること。 

 

６９） さいたま市家庭総合センター「あいぱれっと」の水曜日休館の際の有効活用

として、子育てに関連した団体への施設の貸出しを検討、実施すること。ま

た、幼児教育無償化に伴う歳入歳出に関しては、保育現場の献身的な取り組

みに応えるべく構成すること。 
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５．健康・福祉 

これからの高齢社会にふさわしい新しい保健福祉行政の枠組みを構築すべく、人

生１００年時代のライフスタイルを提唱できる政策を検討して頂きたい。 

特に、扶助費など義務的経費が肥大化する保健福祉予算に対して、局内歳出予算の

再配分などスクラップアンドビルドを行うこと。また、順天堂大学病院の整備に際し

ては、地域医療・地域福祉の機能の共存、共栄、堅持に注力されたい。 

社会構造が大きく変わる超高齢社会に対応すべく、事務事業の再編を含めた福祉

事業の抜本的な見直しや地域特性に合わせた社会福祉事業の見直しなど、社会福祉

基盤の政策イノベーションに努められたい。 

 

７０） 順天堂大学医学部附属順天堂医院の整備については埼玉県と連携をしなが

ら、市内全体の地域医療体制を更に拡充させることはもちろん、次期埼玉県

地域保健医療計画に基づく病院整備計画において県と病床数の増加について

の協議を早急に進めること。また、埼玉県立がんセンター等と連携し、市内

居住者向けのがん対策に特化した診療科目別医療体制を検討すること。更

に、従前から地域医療の核となっている中核病院の経営安定化に向けた取り

組みを積極的に支援すること。 

 

７１） 地域の医療従事者の確保と育成に積極的に取組み、さいたま市立病院やさい

たま市民医療センター、さいたま赤十字病院、自治医科大学さいたま医療セ

ンター、埼玉県立小児医療センターなどをはじめ、市内病院と連携を図りな

がら、地域医療における人材を確保し、市民が身近で安心して医療が受けら

れる体制づくりに努めること。併せて、児童養護及び障がい者入所施設の増

設促進を図ること。また、医学、薬学、保健医療・福祉などに強い大学間の
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提携を強化し、医学系大学の教育研究施設など国や県との連携による誘致を

進めること。 

 

７２） 高齢社会に対応していくため、高齢者の方々が家の外で触れ合える環境作り

に着手し、自治会等による日々のラジオ体操や健康ウォーキング、グラウン

ドゴルフをはじめとしたスポーツ大会のための競技施設の新設支援を行うこ

と。さらに、地域の福祉ボランティアへの協力要請やボランティアと連携し

た「地域の福祉は地域で育てる」自立した地域福祉を目指し、ボランティア

の財政支援をはじめ支援体制を構築すること。 

 

７３） 敬老マッサージ補助や浴場利用、訪問理美容サービスなどの高齢者福祉サー

ビスメニューの市民の利用率が低いことに鑑み、現場で対応する市職員や事

業者等が制度全体を理解する仕組みを構築すること。 

 

７４） 不正受給のない公平で適切な生活保護行政に努めること。特に、悪質な不正

受給への対策強化と法的根拠を用いたなかでの明確な罰則など、法律家等と

専門的部署との連携を更に推進すること。高齢者への生活保護の実態を把握

して医療費など見直すべきところは見直しをしていくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

 

 

６．市民生活・環境 

私たちの住むまち さいたま市は１３３万人を擁する大都市であり、政令指定都市

にふさわしい生活や住みやすい環境を市民は望んでいる。区役所は最も身近な行政

事務所であるが、本庁との連携に課題がありスピード感がない。地域の特長を活かす

予算権限の移譲、機能分担の最適化・明確化をおこない、市民本位の仕組みを更に具

体化されたい。 

 

７５） 人と動物が幸せに暮らせる社会の実現のため、動物虐待防止、殺処分ゼロを

目指し、動物愛護政策を推進すること。また、狂犬病予防事業を実施するに

あたり、埼玉県の助成制度に加え、本市独自の補助を検討すること。 

 

７６） 市民に身近な行政事務所である区役所の権限強化と財源移譲を更に推進し、

区の特性が活かせる事業を具体化させ、投資的予算を拡充するなど区独自予

算の増額を積極的に推進すること。 

また、窓口業務のみならず相談業務が区役所で完結できるよう、権限移譲や

移管、本庁と区役所間の連携を強化し、スピーディな対応ができる仕組みに

すること。 

 

７７） インターネット普及により、市ホームページからの情報取得や申請書等のダ

ウンロードが可能なことからも、掲載情報や申請書フォーマット変更時には

速やかにホームページ上に反映できる仕組みづくりを検討し、更なる利便性

を追求すること。 

 

７８） 地域コミュニティの拡充のため、自治会からのニーズが高いコミュニティ助

成金の更なる増額と使用できる品目の追加及び利用停止期限の短縮をするこ

と。また、自治会集会所整備については、市有地をはじめとする公有地を自

治会集会所建設用地として提供できるよう支援するなど、自治会集会所の整

備に向けて積極的な支援と予算の拡充をすること。公共施設マネジメント計

画の見直しをし、公共施設の再配置により市民が平等にサービスを受けられ

る環境作りを推進すること。地域コミュニティの活性化は防災（自助・共
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助）の観点からも益々重要となっている。従来からの歴史的・伝統的なお祭

りや旧市単位で開催されている大規模なお祭りの継承、自治会が主催するお

祭りや伝統文化のお囃子などに対する助成金を増額し、更には区民まつりや

区単独の地域イベントなどの予算について、東京オリンピック・パラリンピ

ックを契機とし更に増額するなど地域活性化のための支援や補助制度を拡充

すること。また、利用しやすい助成制度に改訂していくこと。 

 

７９） 自治会員の加入率低下に歯止めをかけるため、自治会への各種要請・申請手

続については、自治会役員の負担軽減のため、事務作業の負担の少ない仕組み

に改善していくことや、要請・申請手続きの集約化など事務作業の軽減など改

善の余地が多い事務を見直すこと。 

また、民生委員等の推薦などについて自治会から行っていることも課題であり、

今までの方策の再考も含め検討すること。 

 

８０） マンション管理の適正化を図るため、積極的関与、施策展開を検討すること。 

 

８１） マンション管理の適正化のため、適切な実態調査を行うとともに、登録推進

を図るための調査費用の予算化を検討すること。 

 

８２） 市内３区（北区、中央区、浦和区）のくらし応援室において毎月１回実施し

ているマンション管理の適正化に関する無料相談会についての拡充を検討す

ること。また、有償化についても併せて検討すること。 

 

８３） 「マンション管理の適正化の推進に関する法律再第５条の３に基づくマンシ

ョンの管理計画認定に関する事務ガイドライン」に従い、専門知識を要する事

務作業の一部について、より円滑に業務が進むよう専門家の積極的関与を検討

すること。 

 

８４） 計画的な改修工事の実施を誘導し、適正に管理されたマンションストックを

確保するため、修繕工事における住宅人融資支援機構の借り入れに関する利子

助成制度の設立を検討すること。 
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８５） 昨今の全国的な人口減少に伴い、本市においても空き家対策を専門的な見地

から解決に導くため、諸団体との連携を強化していくこと。 

実効性・実用性のある解決策として、先ず、水道局において生活の拠点とな

りうる住居すべてに対して個宅メーターを必ず設置し、個人の生活実態を正

確且つ適切に把握をして、諸団体との連携をするなどの方策を検討するこ

と。 

 

８６） 許可認可業務について、違反行為を防止するために掲示版や窓口等への掲示

徹底を検討すること。 

 

８７） 家庭から排出される古紙や古繊維などのいわゆる有価物の収集については市

民生活に欠かせない業務であることから、収集運搬業務の委託形態を変更す

る際には慎重に検討すること。また、社会情勢を鑑み、予算の増額等、適正

な措置を講じること。 
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７．まちづくり・市民協働 

地域の生活に密着したまちづくりのためには、市民と双方向の協議をおこない、市

民協働によるまちづくりを進めることが重要になってくる。特に鉄道やバス、自転車

などの交通政策や安全な道路に関連する整備は市民生活に不可欠な都市機能であり、

経済活動・市民生活に直接関わる重要な課題であることを再認識して頂きたい。 

 

８８） スマイルロードや狭あい道路の整備に関し、南北各建設事務所からの発注量

を市民ニーズに合わせた均等な割合に是正していくこと。更に、工事受注の

機会は市内企業均等にするよう努めること。 

 

８９） 踏切の解消に全力で取り組むとともに当面の施策として狭隘な踏切や待ち時

間の長い踏切など課題の多い危険な箇所についてはスムーズな車両の通行と

高齢者や子どもが安全に渡れるよう、東日本旅客鉄道㈱並びに東武鉄道㈱と

改善促進について至急交渉を行うこと。 

更に、高齢者にやさしい道路案内標識の新設、通学路や交通量の多い水路の

暗渠化による安全な道路整備、景観を損なう防護柵の美装及び改修の推進、

また、災害時に対応できる電線類の地中化推進など、市民の安全で快適な移

動空間を確保する事業を計画的に実施するとともに、進捗状況について公開

すること。 

 

９０） 交通弱者地域の解消や高齢者の移動支援に対処するため、利用料を軽減した

外出ができるような仕組みづくりや駅と家庭とを繋ぐ新たな交通手段の創出

をすること。また、高齢者の免許返納のための取組を構築していくと同時

に、コミュニティバスと乗合タクシーの乗換提携、運行路線の見直し、乗車

率アップのＰＲ、位置情報の提供等を実施し、更なる乗車率アップを促進す

ること。コミュニティバスと乗合タクシーの目的や地域事情の違いに配慮す
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べきことから、社会情勢や都市構造の変化に応じて、近隣自治体との連携に

ついても推進し、ガイドラインの見直しを実施すること。また、収益構造の

見直しについては、高齢者割引など区役所権限で地域特有の性質を助成額と

して加味することや、広告・協賛金収入などの新たな収入源を確保できる委

託業者の独自性を確保するなど、柔軟な運営施策を検討すること。 
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８．防災（災害に強いまちづくり） 

災害に強いまちとは、まちの施設や環境が安全で快適に整備されていることと同

時に、地域の人々が助け合える（共助できる）様な関係が構築されていることが不

可欠である。地域の被害を軽減する災害に強いまちづくりには、地域内でのネット

ワークの強化が重要である。地域には自治会、学校組織、職能団体組織、企業など

さまざまな組織があり、これらの多種多様な主体が一丸となり、災害に強いまちづ

くりを構想し、役割分担して有事に備えることが必要となっている。 

一方、自然災害は避けることが難しく、被害をなくすことは極めて困難である

が、予防を含め減災をすることは可能であるため、国の国土強靭化計画をもとに減

災に力を入れた施策を具体化されたい。 

 特に最近頻繁に起こるゲリラ豪雨や竜巻などの風水害についても、減災の観点か

ら対策を講ずるエリアについては早急に予算化し対処する必要がある。 

 なお防災施策については、自助・共助・公助の考え方を市民に徹底し、地域の実

態に即した防災体制の構築を具体化されたい。 

 

９１） 災害救助法の改正を受け、救助実施市の申請にあたり、救助費用の財源確保

のための災害救助基金の積み立てを円滑に進めること。また、防災体制につ

いて国や県との連携を更に推進していくこと。 

 

９２） 市民の生命・身体・財産を守るため地域防災情報等の伝達の新たな手段とし

て地域ＦＭ放送局との密接な連携体制を図ること。併せて、避難場所ごとに

アマチュア無線家の配置やＳＮＳ等の積極的な利活用を推進していき、アナ

ログとデジタルを共有しながら防災対策に取り組むこと。 

 

９３） 大規模災害等に備え、都市インフラの供給源に偏らず、プロパンガス等を用

いたエネルギー供給を平時より活用し、災害等に備えること。 
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９４） 豪雨災害が頻発しているなか、治水施設の整備と雨水流出抑制施設の設備が

重要であるが、浸水対策が必要な準用河川、普通河川については、予防的な

減災対策を考慮した対策を早急に実施すること。宅地化の進展により、下水

道の普及が遅れている地域においては整備強化を図るとともに、内水対策と

して道路冠水・床上浸水などがゲリラ豪雨時に頻繁に発生するエリアにおい

ては、Ｕ字溝設置や雨水桝の設置、浸水性舗装など雨水流出抑制対策メニュ

ーを駆使して、暫定的にでも整備する必要性が高まっていることから、地域

の実状に合わせた整備を早急に具体的に検討すること。 

 

９５） 災害時における安定的な電力確保のため、公共施設はもちろん、保育園や幼

稚園、こども園、病院、高齢者施設、障がい者施設などに設置された発電機

等について、法定点検等を遵守し、災害等に備えること。 

 

９６） 災害から生命・財産を守り混乱や被害を最小限に抑えるために、市民の自

助・共助・公助の意識を醸成させるとともに、地域防災体制を強化するため

の自主防災組織率の向上を図り、自治会、消防団、自警消防団等の連携強化

を図る支援をおこなうこと。そのために平時からの協力体制や役割分担を明

確にして、防災訓練を実施するなど地域防災体制を確立していくこと。ま

た、有事の際における緊急消防援助隊の活動拠点となる大規模訓練施設の設

置を早急かつ具体的に検討すること。 

 

９７） 災害時、特に風水害の際、地域によっては避難場所に行く際に移動距離等の

課題があるなか、避難場所の設定、避難場所までの移動ルートの設定、避難

場所での避難者集中化問題、病院などの公共的施設での一時避難対策、要支
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援者の移動支援の構築なども含めて、ガイドラインに沿った策定支援をおこ

なうこと。また、荒川流域の南区、桜区、西区においてはより一層の防災体

制を構築すること。 

 

９８） 災害発生時の区災害対策本部は、速やかに本部長の判断のもと目の前の事態

に迅速かつ的確に対応できる体制の確立や、地域の情報収集の人員確保がで

きる体制づくりをすること。また、市職員等が地域に住み暮らすための施策

を講じること。さらに、自治会や自主防災組織から市有地・市有施設など

（公園・学校・高架下など）の公有地（県・国を含む）に防災倉庫の設置要

望や防災井戸、防火水槽などの防災水利の設置要望があった際には、避難場

所に行く前の一時避難用に効果があることから、速やかに設置できるよう部

局横断的に支援していくこと。 

 

 

 

 

 

 

 

以上の９８項目について、令和５年度予算編成に対する要望及び政策提言・提

案をさせて頂きます。宜しくお願い申し上げます。 
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